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衆
議
院
議
員
辰
巳
孝
太
郎
君
提
出
在
日
米
軍
基
地
か
ら
排
出
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
の
処
理
と
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
改
正
案
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
辰
巳
孝
太
郎
君
提
出
在
日
米
軍
基
地
か
ら
排
出
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
の
処
理
と
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
改
正
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
電
気
機
器
等
廃
棄
物
の
処
理
が
想
定
さ
れ
て
い
る
二
十
六
箇
所
の
民
間
処
理
施
設
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
今
後
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
者
と
し

て
、
主
に
、
現
在
低
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
を
行
い
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
取
扱
い
に
関
す

る
専
門
的
知
見
及
び
施
設
を
有
す
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以

下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業

者
」
と
い
う
。
）
又
は
廃
棄
物
処
理
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
無
害
化
処
理
認
定
業
者
」

と
い
う
。
）
か
ら
、
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
同
項
の
認
定
の
申
請
が
行
わ
れ
る
可
能
性
は
あ

る
と
考
え
て
い
る
が
、
当
該
申
請
が
行
わ
れ
る
か
及
び
当
該
申
請
に
対
し
て
認
定
を
行
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
予
断
を
も

っ
て
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
中
で
、
お
尋
ね
の
「
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
電
気
機
器
等
廃
棄
物
の
処
理
が
想
定
さ
れ
て

い
る
」
「
民
間
処
理
施
設
」
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 



 

２ 

 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
」
「
が
残
置
さ
れ
て
い
る
不
動
産
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
今
国

会
に
提
出
し
た
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
及
び
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全

事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
改
正
法
案
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
改
正

後
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
若
し
く
は
第
二
十
条
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
、
低
濃
度
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
又
は
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
譲
渡
し
及
び
譲
受
け
の
制
限
を
規
定
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
改
正
後
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別
措
置
法
に
は
低
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
の
「
売
買
・
譲
渡
」
の
規

制
に
関
す
る
規
定
は
設
け
て
い
な
い
が
、
低
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
を
所
有
す
る
事
業
者
は
改
正
後
Ｐ
Ｃ
Ｂ

特
別
措
置
法
第
八
条
に
基
づ
く
所
有
等
の
届
出
、
改
正
後
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別
措
置
法
第
九
条
に
基
づ
く
管
理
並
び
に
改
正
後
Ｐ
Ｃ

Ｂ
特
別
措
置
法
第
十
二
条
に
基
づ
く
低
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
に
係
る
届
出
及
び
処
分
を
行
う
義
務
を

負
う
こ
と
と
な
る
。 

三
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
を
担
う
民
間
の
処
理
施
設
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
般
論

と
し
て
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
無
害
化
処
理
認
定
業
者
が
お
尋
ね
の
「
不
適
切
な
処
理
や
、
漏
出
な
ど

の
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
」
に
は
、
都
道
府
県
知
事
は
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
対
し
て
廃
棄
物
処
理
法

第
十
九
条
の
三
第
二
号
に
基
づ
く
改
善
命
令
又
は
廃
棄
物
処
理
法
第
十
九
条
の
五
に
基
づ
く
措
置
命
令
を
、
環
境
大
臣
は
当

該
無
害
化
処
理
認
定
業
者
に
対
し
て
廃
棄
物
処
理
法
第
十
九
条
の
三
第
三
号
に
基
づ
く
改
善
命
令
又
は
廃
棄
物
処
理
法
第
十

九
条
の
五
に
基
づ
く
措
置
命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
無
害
化
処
理
認
定
業

者
等
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
等
の
規
定
に
従
い
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
場
合
が
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
か
ら
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
防
衛
省
が
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
に
お
い
て
、
在
日
米
軍
か
ら
施
設
及
び

区
域
が
返
還
さ
れ
た
場
合
の
原
状
回
復
措
置
並
び
に
提
供
施
設
整
備
及
び
米
軍
再
編
に
係
る
事
業
に
お
い
て
発
生
し
た
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

ル
廃
棄
物
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
を
処
理
し
た
量
は
約
五
百
五
十
二
ト
ン
で
あ
り
、
そ
の
処
理
に
要
し
た



 

４ 

 

費
用
は
約
七
億
円
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
平
成
十
四
年
度
に
お
け
る
当
該
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
処
理
し
た
量
及
び
そ
の
処
理
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
関

係
す
る
文
書
の
保
存
期
間
が
満
了
し
保
存
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

令
和
六
年
度
末
時
点
に
お
い
て
、
防
衛
省
が
保
管
し
て
い
る
、
在
日
米
軍
か
ら
施
設
及
び
区
域
が
返
還
さ
れ
た
場
合
の
原

状
回
復
措
置
並
び
に
提
供
施
設
整
備
及
び
米
軍
再
編
に
係
る
事
業
に
お
い
て
発
生
し
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
量
は
約
四
ト
ン
で

あ
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
」
の
量
に
つ
い
て
は
、
防
衛
省
と
し
て
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
高
濃
度
と
低
濃
度
の
そ
れ
ぞ
れ
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
の
量
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

お
尋
ね
の
「
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
に
あ
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
」
及
び
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
廃
棄
物
」
の
「
量
」
に
つ
い
て
は
、

政
府
と
し
て
現
時
点
に
お
い
て
把
握
し
て
い
な
い
。 



 

５ 

 

七
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

一
般
国
際
法
上
、
駐
留
を
認
め
ら
れ
た
外
国
軍
隊
に
は
特
別
の
取
決
め
が
な
い
限
り
接
受
国
の
法
令
は
適
用
さ
れ
ず
、
こ

の
こ
と
は
、
在
日
米
軍
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
在
日
米
軍
に
は
、
改
正
法
案
が
成
立
し
、
改
正
後
Ｐ
Ｃ

Ｂ
特
別
措
置
法
が
施
行
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
改
正
後
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別
措
置
法
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
御
指
摘
の

「
合
意
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
日
本
政
府
と
し
て
は
、
外
務
省
、
環
境
省
、
防
衛
省
等

関
係
省
庁
で
連
携
し
つ
つ
、
環
境
対
策
が
実
効
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
米
国
政
府
と
の
間
で
、
「
在
日
米
軍
施
設
・
区
域

で
使
用
・
保
管
さ
れ
て
い
る
高
濃
度
・
低
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
等
及
び
廃
棄
物
」
の
処
理
に
つ
い
て
協
議
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
に
す
る
と
同
国
政
府
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。 


